
 水洗化促進事業補助金のご案内  

（既存住宅の水洗化を応援します） 

全区域（公共下水道、農業集落排水、浄化槽区域）において、既存住宅の水洗化のために

行う①くみ取便槽撤去、②単独処理浄化槽撤去、③宅内配管工事の費用の一部に補助を行い

ます。個人設置型浄化槽も補助の対象です。 

 

 

 

 

次の要件に全て該当する方。 

（1）水洗化していないこと（公共下水道等へ未接続、浄化槽未設置が対象）。 

（2）自らの生活の本拠として居住する専用住宅又は兼用住宅(延べ床面積の 2 分の 1 以上

を居住の用に供する建物)であること。 

（3）既存の住宅等であること。ただし、既存の住宅等であっても大規模な改修を伴う場合

（建築確認を伴うもの）を除く。（新築、増築は対象外） 

（4）くみ取便槽又は単独処理浄化槽を撤去して水洗便所に改造するものであること。 

（5）市税、奥州市下水道事業受益者負担金等、奥州市農業集落排水事業受益者分担金及び

浄化槽分担金を滞納していないこと。 

（6）暴力団関係者でないこと。 

（7）くみ取便槽等の撤去又は宅内配管工事について、他制度による補助等を受けてないこ

と。 

   ※アパート、貸家、店舗、事務所などの事業目的の建物は対象外です。 

 

 

（1）くみ取便槽又は単独処理浄化槽の撤去工事（全撤去が対象） 

（2）宅内配管工事：既存の住宅等で 10 メートルを超える屋外埋設の排水設備工事（既

に設置してある排水設備を利用する場合は、既存の排水設備を除く延長が 10ｍを超

えるもの。）※工事指定店以外の者が施工する場合は対象となりません。 

 ※（1）が対象とならない場合は、宅内配管工事も対象となりません。 

※工事が着工年度の 2 月末日までに完了する必要があります。 

※水洗化に関連する本補助対象工事分は、他の補助金との併用はできません。 

※融資あっせん及び利子補給金制度との併用はできません。 

 

１．補助対象者 

2．補助対象工事 



 

 

 令和 8 年度の受付は、令和 8 年 4 月 1 日です。（ただし、個人設置型浄化槽に関する

工事は令和 8 年 7 月 1 日以降の予定です） 

補助の実施は、令和 8 年度から令和 14 年度（2026 年度～2032 年度）の予定です。 

受付は毎年 10 月末頃までの予定ですが、予算が無くなりしだい終了します。 

 

 

①くみ取便槽撤去   住宅 １戸あたり 90,000 円（限度額） 

②単独処理浄化槽撤去 住宅 １戸あたり 120,000 円（限度額） 

③宅内配管工事    屋外排水管 10ｍを超える部分（当該距離に１ｍ未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てた距離）について 

1ｍ当り 5,000 円（限度額は 300,000 円） 

    ※①②については、限度額未満の工事費については実費用（千円未満切捨て） 

（掘り出し、洗浄、分解、運搬処分、埋め戻しまでが対象。くみ取費用は対象外） 

    ※公共・農集区域で供用開始告示日から３年を超えた箇所は①②③の 

限度額が 1/2 となります。       

    ※浄化槽の放流管も屋外排水管に含みます。 

    ※既存の排水管を利用する場合は、既存分は工事延長に含みません。 

 

 

 

補助金交付申請 ※排水設備等の工事開始の2週間前までに

　申請してください。（排水設備工事指定店

　にご相談ください）

交付決定通知 ※決定通知前に着工した場合は、補助金が

　交付されません。 （決定後に契約を

工事着手 　締結してください）

※工事内容に変更がある場合は変更承認

工事完了 　申請が必要となります。

　（補助金額が変更とならない場合は軽微

実績報告 　　変更として申請不要です）

※完了確認は、現地での検査となりますが、

請求書提出 　排水設備の完了検査を受けている場合は

　書類確認のみとなりなす。

指定口座へ振込 ※2月末日までに完了しない場合、交付の

　決定が取り消されるので注意してください。

      書類審査

      完了確認

 
     申請・問い合わせ先 

   奥州市上下水道部 下水道課 排水係  

    奥州市江刺大通り 1 番 8 号（江刺総合支所） TEL0197-34-1651 

4．補助金の額 

5．申請手続き 

3．受付開始と補助の期間 


